
武
家
諸
法
度
（
寛
永
令

一
六
三
五
年
）
十
九
条

一

武
芸
や
学
問
を
た
し
な
む
こ
と
。

一

大
名
や
小
名
は
自
分
の
領
地
と
江
戸
と
の
交
代
勤
務
を
定
め
る
。
毎
年
四
月
に
参
勤
す
る
こ
と
。
供
の
数
が
最
近
非
常
に
多
く
、

領
地
や
領
民
の
負
担
で
あ
る
。
今
後
は
ふ
さ
わ
し
い
人
数
に
減
ら
す
こ
と
。
た
だ
し
上
洛
の
際
は
定
め
の
通
り
、
役
目
は
身
分
に
ふ

さ
わ
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
。

一

新
た
に
築
城
す
る
こ
と
は
厳
禁
す
る
。
居
城
の
堀
、
土
塁
、
石
塁
な
ど
が
壊
れ
た
と
き
は
、
奉
行
所
に
申
し
出
て
指
示
を
受
け
る

こ
と
。
櫓
、
塀
、
門
な
ど
は
元
通
り
に
修
理
す
る
こ
と
。

一

江
戸
や
他
藩
で
た
と
え
何
か
事
件
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
国
元
に
い
る
者
は
そ
こ
を
守
り
、
幕
府
か
ら
の
命
令
を
待
つ
こ
と
。

一

ど
こ
か
で
刑
罰
が
執
行
さ
れ
て
い
て
も
、
担
当
者
以
外
は
出
向
い
て
は
な
ら
な
い
。
検
視
者
に
任
せ
る
こ
と
。

一

謀
反
を
企
て
、
仲
間
を
集
め
、
誓
約
を
交
わ
す
よ
う
な
こ
と
は
禁
止
と
す
る
。

一

諸
国
の
藩
主
や
領
主
は
私
闘
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
日
頃
か
ら
注
意
し
て
お
く
こ
と
。
も
し
争
い
が
起
き
た
場
合
は
奉
行
所
に
届

け
出
て
、
そ
の
指
示
を
仰
ぐ
こ
と
。

一

藩
主
、
城
主
、
所
領
一
万
石
以
上
、
近
習
（
将
軍
の
側
近
の
武
士
）
、
物
頭
（
常
備
兵
の
隊
長
）
は
、
幕
府
の
許
可
無
く
勝
手
に

結
婚
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

贈
物
、
贈
答
、
結
婚
の
儀
式
、
宴
会
や
屋
敷
の
建
設
な
ど
が
最
近
華
美
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
今
後
は
簡
略
化
す
る
こ
と
。

そ
の
他
の
こ
と
に
お
い
て
も
倹
約
を
心
掛
け
る
こ
と
。

一

衣
装
の
等
級
を
乱
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
白
綾
は
公
卿
（
＝
三
位
）
以
上
、
白
小
袖
は
大
夫
（
＝
五
位
）
以
上
に
許
す
。
紫
袷

・
紫
裡
・
練
・
無
紋
の
小
袖
は
、
み
だ
り
に
着
て
は
な
ら
な
い
。
家
中
の
下
級
武
士
が
綾
羅
や
錦
の
刺
繍
を
し
た
服
を
着
る
の
は
古

く
か
ら
の
定
め
に
は
無
い
の
で
、
禁
止
と
す
る
。

一

輿
に
乗
る
者
は
、
徳
川
一
門
、
藩
主
、
城
主
、
所
領
一
万
石
以
上
、
国
持
ち
大
名
の
息
子
、
城
主
、
侍
従
以
上
の
嫡
子
、
五
○
歳

以
上
の
者
、
医
者
、
陰
陽
道
の
者
、
病
人
等
許
可
さ
れ
て
い
る
者
に
限
り
、
そ
の
他
の
者
は
乗
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
許
し
を

得
た
者
は
別
と
す
る
。
諸
家
中
に
お
い
て
は
、
そ
の
国
内
で
基
準
を
定
め
る
こ
と
。
公
家
・
僧
侶
・
そ
の
他
身
分
の
高
い
者
は
、
そ

の
定
め
の
例
外
と
す
る
。

一

元
の
主
人
か
ら
問
題
の
あ
る
と
さ
れ
た
者
を
家
来
と
し
て
召
し
抱
え
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
反
逆
者
・
殺
人
者
と
の
知
ら
せ
が
あ

れ
ば
元
の
主
人
へ
返
す
こ
と
。
行
動
が
定
か
で
は
な
い
者
は
元
の
主
人
へ
返
す
か
、
ま
た
は
追
放
す
る
こ
と
。

一

幕
府
に
人
質
を
出
し
て
い
る
家
臣
を
追
放
・
死
刑
に
処
す
際
に
は
、
幕
府
の
命
を
伺
う
こ
と
。
も
し
急
遽
執
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
に
執
行
す
る
際
に
は
、
そ
の
詳
細
も
幕
府
に
報
告
す
る
こ
と
。

一

領
地
で
の
政
務
は
清
廉
に
行
い
、
違
法
な
こ
と
を
せ
ず
、
国
郡
を
衰
え
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一

道
路
、
駅
の
馬
、
船
や
橋
な
ど
を
途
絶
え
さ
せ
る
こ
と
は
せ
ず
、
往
来
を
停
滞
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

一

私
的
な
関
所
を
作
っ
た
り
、
新
法
を
制
定
し
て
港
の
流
通
を
止
め
て
は
な
ら
な
い
。

一

五
○
○
石
積
み
以
上
の
船
を
造
っ
て
は
い
け
な
い
。

一

諸
国
に
散
在
す
る
寺
社
の
領
地
で
昔
か
ら
所
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
今
後
取
り
離
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

全
て
幕
府
の
法
令
に
従
い
、
ど
こ
に
お
い
て
も
こ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
。


